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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

No.044 伊豆箱根バス㈱ 【輸送モード：バス】 

「「教室」での基礎運転スキル習得と、心を動かす指導方法により安全・安心な輸送を目指す」 

 

１．概要 
企業情報 

所在地 静岡県三島市大場 300 番地 創立 1989 年 
年 商 約 28 億円 人員数 426 名 (乗務員 250 名含む) 資本金 6,000 万円

拠点数 本社及び小田原営業所、三島営業

所、熱海営業所、自動車工場の計

5 拠点 

車両等 229 両 (うち大型：111 両、

中型：100 両、 
小型：18 両) 

事業内容 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、自動車整備業他 
輸送品目 乗合及び貸切旅客等 
取引先 旅行会社、一般旅客等 

 
組織的安全マネジメントの特長 

自社内で「教室」を運営し、運転経験豊富な 2 名の専任指導員が新人及び事故惹起者を中心

に、バスの安全運転の「難しさ」を指導し、本人の気づきを促す。 
事故惹起者とのなぜなぜ分析では、カウンセリング手法を習得した担当者が、当事者の生活

習慣や家庭での心配事等、一歩踏み込んだ内容を話せる雰囲気をつくり、事故の真因を探る。

一方的に教えるだけの教育ではなく、心を動かす映像などを活用した人の奥（心）に入った

教育に取り組む。 
 
調査者所見 

西武グループの理念を基礎として、安全体制が構築されている。スキル面では各個人の特

性に合わせた教育を行う 2 名の専任指導員がおり、心理面ではカウンセリング手法を利用

し、事故分析診断を行っていた。従来の一方的な教育ではなく、心に入り込み、動かす教育

手法の重要性に気付き、仕組みを変えている途中であった。基礎スキルの徹底やドライバー

の生活まで踏み込んだ自己分析の指導など、まず出来ること、簡単なことから始めていくこ

とを重要と考えている。 
 
調査情報 

調査日 2010 年 2 月 4 日 訪問先 事務所及び三島営業所 
対応者 常務取締役、業務部長、業務部運行課長、業務部運行課係長 
（注）企業情報等の内容は調査日を基準日とした内容である 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

２．会社の概要、創業からの成長経過 

平成元年 4 月に伊豆箱根鉄道(株)の全額出資により、中小型貸切バス専業会社として設

立された。白ナンバ－のバスによる営業運転が社会的問題となった当時に、諸方面から

の要請に応えるための設立となった。平成元年 8 月より貸切(小型)バス事業(本社営業所

開設)が開始された。 
平成 3 年 4 月からは、日産レンタカーより営業受託してレンタカ一事業を開始し、平

成 4 年には大仁乗合バス営業所を開設して乗合バス事業を開始した。 
平成 10 年 11 月に小田原貸切バス営業所を開設し、平成 17 年 3 月には大仁乗合バス営

業所を本社営業所に統合した。 
平成 18 年 10 月には伊豆箱根鉄道株式会社の自動車事業及び整備事業を継承し、現在

の伊豆箱根バス株式会社に商号変更され、資本金 6,000 万円に増資された。 
創業当時から西武グループの傘下に所属し、その統一理念の下、安全・安心な事業・

サ－ビスを推進している。 
 

３．トップの考え方 
昨年の運輸安全セミナーに参加した際に、映画「ゼロからの風」を見たことがきっか

けで、心の奥底に訴える教育の必要性を感じた。一過性でなく、ドライバー自身が気づ

き、安全を継続するような教育でなくてはならないため、これまでの一方通行になりが

ちな研修を改めさせている。心を動かす、入っていく映像を活用しているところである。 
車内事故は「ゼロ」にできるという教育を行っている。事故原因の分析では、本人の

長所、短所や弱みを知ることが大切である。ドライバーには表面的な原因ではなく、も

っと何かあると、本人に気付かせる面談を行わせている。カウンセリングを学んだ担当

者にふみこませている。集団教育では限界があり、個人面談が重要である。 
心理面だけでなく、技術面ではドラレコの映像を役立てている。冷静に状況を分析す

ることがで、本人に気付かせ、身勝手さを取り除き、相手の立場に立って見させること

ができる。 
安全を含む経営については、西武グループの一社として、理念の実現に取り組んでい

る。 
 

□経営の理念等についてはホームページに記載  
http://www.izuhakone.co.jp/topix/bus/unyu_anzen.htm 
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組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

４．組織的安全マネジメントへの取り組み 
Ａ）トップのコミットメントと行動 

ポイント CL 項目※

◆乗務員も含め、社員に意識改革の必要性を気付かせることが必要である。そ

のきっかけを提供することが管理者の役目であると指導している。 
Ａ１、Ｂ１

、Ｂ５ 
◆難しいことばではなく、簡単、明瞭な言葉で伝えることが必要であり、出来

ること、簡単なことから初めていく。それを継続するには忍耐が必要である。 
Ａ１、Ｂ１

※CL 項目とは、組織的安全マネジメントチェックリストの項目である。項目の内容につい

ては「７．組織的安全マネジメント チェックリスト自己評価結果」参照。 
 
・西武グループのグループビジョンおよび企業倫理規範を、安全・環境・コンプライアン

スについての基本方針としている。 
・以前は社内で共通の方針が曖昧であり、各営業所で所長独自の考えによる運営が行われ

ていたが、現在の常務が安全統括管理者を就任してからは、西武グループの方針を基本

とし、全社統一の考え方を伝えている。 
・安ければお客様に選ばれる時代もあったが、今は質重視の時代であり、接客・接遇など

のサービスだけでなく、ホスタピリティが重要と捉えている。そのため、乗務員の、「云

われたことだけを行う」との意識を改める必要性に気付かせることが大事である。 
・会議の場にて、管理者の役目は、乗務員に気付かせるためのきっかけを提供することと

指導している。 
・難しいことばではなく、簡単、明瞭な言葉で伝えることを意識させている。例えば、給

料は誰から頂いているのかなど、お客様を大事にすることを再認識させることも繰り返

し言いきかせている。 
・「確認」させるとは、降りたお客様を目で追う、目を離さない、お客様が離れるまで動か

ない、ということまでやって「確認」であると、具体的に乗務員に指導するよう伝えて

いる。 
・安全統括管理者である常務自身が飲酒運転防止インストラクタ－認定を受けている。 
・出来ること、簡単なことから始めていくことが重要であり、それを継続するには忍耐が

必要である。 
・安全・安心をお客様に提供することはバス事業の使命であり、安全はハード、安心はソ

フト面で提供しているが、現在はソフト面に関しての更なる充実を目指している。最近

では、心の豊かさに関する教育という意味で、福岡県南蔵院の林覚乗住職の DVD「同行

二人」を講習で使用した。 
・いかに考えさせ、心に染みいる研修を行おうかと取り組みはじめた。 
・管理者にカウンセリングの手法を習得させ、事故惹起者の面談に活かしてもらっている。

事故惹起者の教育は集団研修では限度がある。特に個人面談での話の聴き方が重要であ

り、素直に全てを話してもらうにはスキルが必要である。 
 



 

 

 4

組織的安全マネジメント ケーススタディ 国土交通省 国土交通政策研究所 

 
 
【安全に関する費用】 
・19 年度から全車にデジタルタコグラフとドライブレコ－ダーを装着した。 
・全車両に設置したデジタコを活用し、運行中のデータを詳細に収集することにより、乗

務員の安全意識を高め、安全運行に役立てている。 
・デジタコの導入は、無駄なアイドリング防止と安全対策の観点から導入した。 
・平成 20 年度は、人と環境にやさしい、安全性の高い新型乗合車両の導入に 64,804 千円

を投じ、今年度は 160,000 千円を予定している。 
・ 乗合バス安全運行に関するモニタ－制度に平成20年度は550千円を投じ、今年度は2,000

千円を予定している。 
・飲酒運転防止インストラクタ－認定に平成 20 年度は 70 千円を投じ、今年度も同額を予

定している。 
・また、今年度は、アルコール検知器保守関連に 780 千円を予定している。 
 
【表彰制度】 
・現在エコドライブに関しての表彰制度があり、班ごとの 1～3 位の表彰を行っており、社

内に公表、掲示している。 
・社内にエコドライブ等の表彰を発表、掲示するフィードバックがあってこそ実績向上効

果が生まれる。 
・個人への表彰制度としては、各営業所における所長賞があり、クオカードが支給されて

いる。 
・無事故表彰制度もあり、現在現金で支給されている。 
 
Ｂ）マネジメントシステム 

ポイント CL 項目 
◆伊豆箱根鉄道グループに運輸安全推進委員会が設置され、鉄道・バス・ハイ

タク等、業態相互の監査体制を整備し、指摘事項の報告、討議がされている。 
Ｂ１、Ｂ２

Ｂ３、Ｄ４

◆西武グループの情報誌の「ほほえみ大賞」の記事では、安全・サービスに関

して社員の実体験・対応が掲載されており、社員(乗務員)で共有化している。 
Ｂ１、Ｂ３

、Ｃ２ 
 
・コンプライアンスマインドの浸透の為にマニュアルを全員に配布し、研修を定期的に開

催している。すべての法令や社内規則順守の徹底を図っており、職場単位での現業社員

教育・研修や班別ミーティング及び朝礼・点呼等のあらゆる機会を捉えて、周知徹底を

図っている。 
・日々の朝礼・点呼ではグループビジョンとグループ行動指針の唱和を実施することによ

り意識を高めている。 
・グループ会社に、鉄道、バス、タクシーの各事業者があるが、業態ごとの体制で独自の
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対策が実施されている。 
・西武グループ内部監査基本規程及び伊豆箱根バスの安全管理規程に基づいた内部監査手

順により、監査役及び監査部の計画に基づく定期監査ないしは特別監査等が行われ、監

査により指摘された事項については、期限を決めて改善を実施し、報告を行っている。 
・伊豆箱根鉄道グループに運輸安全推進委員会が設置されており、その下で鉄道・バス・

タクシー等の各業態の担当者による相互の内部監査体制が整備されており、委員会では、

内部監査における指摘事項等に関する結果が報告、討議されている。 
・運行管理者会議を毎月 1 回開催し、運行管理者の責務や法令、輸送の安全確保に関する

知識等の習得、ドライブレコーダー映像を活用した事故分析を行い、事故予防に努めて

いる。会議には補助者も出席している。 
・月に 1 回所長会議が開催されており、その中で安全に関する方針、指導に関する討議が

行われている。 
・安全衛生委員会も月 1 回開催されており、その中でもヒヤリハット、KYT に関する内容

が討議されている。 
・事故発生情報は事故速報によって直ちに、本社業務部に報告される。事故情報・トラブ

ル報告等いずれも、経営トップまでの報告が迅速に行われ、内容の検証を行って対応策

をとる。重要性に応じて西武ホールディングスへの報告体制が整備されている。 
・事故惹起者に対しては、事故当時の状況検証から再発防止対策までの検討を一緒に行い、

その内容と結果を全社員に周知している。 
・苦情やトラブルなど非日常的な事象については、現場からのリスク報告書による報告を

受け、本社は必要に応じて対応等の指示を行っている。 
・情報共有を大事にしており、特定の人だけが知っているのではなく、全員が知っている

ことが必要である。 
・労務に関する条件は、地域では比較的高い水準にあると考えている。 
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Ｃ）教育訓練制度 

ポイント CL 項目 
◆一方的に教えるだけの教育ではなく、心を動かす映像などを活用した人の奥

（心）に入った教育が行われている。 
Ｃ１、Ｃ２

、Ｂ１ 
◆自社内で「教室」を運営し、運転経験豊富な 2 名の専任指導員が新人及び事

故惹起者を中心に、バスの安全運転の「難しさ」を指導し、本人の気づきを

促す。 

Ｃ１、Ｃ２

、Ｂ１ 
 

◆事故惹起者とのなぜなぜ分析では、カウンセリング手法を習得した担当者

が、当事者の生活習慣や家庭での心配事等、一歩踏み込んだ内容を話せる雰

囲気をつくり、事故の真因を探る。 

Ｃ２、Ｃ３

、Ｂ１ 

 
・早大生が事故で亡くなり、飲酒撲滅を目指した映画を昨年の運輸安全セミナーで観たの

がきっかけとなり、受講者が下を向いてしまうような一方的に教えるだけの教育ではな

く、心を動かす映像として映画「０（ゼロ）からの風」や林覚乗住職の講話「同行二人」

などを活用し、人の奥(心)に入った教育が行われている。 
・輸送の安全に関する法令、社内規則等について運行管理者、指導乗務員への定期的な会

議・研修を実施し、輸送の安全に対する研鑽に努めている。 
・会社内に「運行課教室」が運営されており、そこに在籍する運転経験の豊富な教育専門

の 2 名の専任指導員がおり、新人及び事故惹起者を中心に運転教育を行っている。 
・指導員は、実地教習のほかに、マニュアルの改定や教育研修内容の見直しも行っている。 
 
【採用・新人研修関連について】 
・採用の際は、運転記録を確認し、飲酒・酒気帯び運転の経歴のある人は採用しない。 
・採用の際は、運転に際し、特に何処に気を付けて運転してきたか、お客様への心掛け(サ

ービス等)、言葉づかい、身だしなみなどについて確認している。 
・毎年 10～20 名が入社する。バスの運転経験者は自社内の「教室」にて、最低 10 日間以

上、未経験者では 1 ヶ月から 2 ヶ月の研修が行われている。 
・バス運転経験者は運転にクセがある場合もあり、各個人の特性に合わせた指導が行える

体制をとっている。 
・最近は、性能の良い車両で免許を取得して入社してくる背景がある。そのため、お客様

への安全・安心を提供するための更なる運転技術の向上を目指すため、意図的に古い車

両を使った運転技能研修を行う。これにより安全運転の難しさを指導し、運転を甘く見

ている方の反省を促し、自分の技術の低さに気づいてもらっている。 
 
【乗務員の研修等について】 
・社員は、最低で年 2 回以上の全体教育・研修の機会がある。また、年間を通じ個別面談

指導が実施され、セーフティマインド(安全意識)を高めることにつなげている。 
・ 年 2 回のうち、1 回は営業所から本社に集めて合同研修を行っている。昨年からは若年
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者教育も開始した。 
・昨年から、従来の受け身型の研修から、グループ討議などの参加型方式の研修に変更し

た。また、なるべく視覚教材も多用するように工夫している。 
・西武グループの情報誌の中に「ほほえみ大賞」の記事があり、その中で、安全・サービ

ス等に関して自分はこのような対応をしたなどの事例記事が掲載されており、これを社

員(乗務員)に読ませている。 
・バス協会の DVD(安全・接客等)も活用している。 
・国土交通省のメールマガジン、事故情報、新聞掲載記事なども情報源として活用してい

る。 
 
【事故分析、再発防止教育】 
・事故惹起者に対しては、特別講習を行っており、事故種別により１日、または半日以上

の集合研修を行っている。 
・事故を起こした場合、事故惹起者となぜなぜ分析を行うと、生活や家庭に心配ごとを抱

えている心理的な要因に至るケースも見つかる。これを行うために、当事者とのザック

バランな雰囲気を作って、気づいたことを話させ、気付かせるなど、カウンセリング手

法を習得した担当者が面談および事故分析診断を実施している。 
・事故報告は上がってくるが不透明な部分があり、ポイントを絞ることによって、弱点が

分かってくる。 
・事故を起こした時は、乗務員側からの考えではなく、被害者側の視点で考えさせ、気付

かせる手法も使っている。 
・また、事故分析に際しては第三者も同席させ、その意見を当事者に聴かせる手法も使っ

ている。 
・人には長所と短所があり、その短所を本人が認識し、気付かせるように指導している。 
・無責事故であっても、事故を回避することが出来たのではと考え、対策を検討している。 
・人身事故では年配者の車内事故が多く、その為に年配者を配慮した対策マニュアルを作

成し、機会あるごとに指導を行い、その結果、車内事故件数が半減した。 
・お客様に有り難うございましたとお礼を云った後には、必ず車両から離れて見送るまで

目視で確認するよう徹底した。 
・ヒヤリハット活動では、外部資料、自社で収集したドライブレコーダーの画像や報告内

容等の資料、また保険会社の資料等を活用している。ヒヤリハットも以前はあまり報告

されなかったが、ドラレコが装着されたことにより、報告される件数が多くなる効果が

生じた。 
・研修には、NASVA の資料や車両メーカー等の KYT 資料も活用している。 
・昨年の 5 月から班制度が設置され、現在 20 班あり、それぞれの班に班長が選任されて、

小集団活動がスタートした。 
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Ｄ）現場管理 

ポイント CL 項目 
◆乗務員だけでなく、事務職員も毎朝アルコールチェックの実施を義務付けて

いる。 
Ｄ１、Ｄ５

Ｄ８、Ｂ１

◆モニター添乗調査では路線、時間を指定せずに、モニター自身の判断により

行われている。 
Ｄ４、Ｂ１

、Ｂ７ 
 
【日常業務等について】 
・コンプライアンスマインドの周知の為にマニュアルを全員に配布し、研修を定期的に開

催して、すべての法令や社内規則順守の徹底等を図っており、社内では職場単位での現

業社員教育・研修や班別ミーティング及び朝礼・点呼等のあらゆる機会を捉えて、全社

員に周知徹底を図っている。 
・また、日々の朝礼・点呼ではグループビジョンとコンプライアンス行動指針の唱和を実

施することにより意識を高めている。 
・飲酒運転防止インストラクターの認定を受けた社員を配置して、飲酒運転の根絶を図っ

ている。 
・乗務員対象だけでなく、事務職員も毎朝アルコールチェックを行っている。 
・飲んですぐ運転する人はもちろん居ないが、前夜の飲んだ影響が翌朝まで残ることが問

題であり、危惧している。 
・年間を通じて個人面談を全乗務員対象に行っており、健康状態の把握と安全意識の向上

を図っている。 
・運行課教室の専任指導員もモニター調査を実施していたが、社内で顔も知られてしまっ

たこともあり、現在は一般の 5,6 名の方がモニター調査を行っている。 
・モニター添乗調査では路線、時間を指定せずに、モニター自身の判断により行われてい

る。 
・職場巡回を定期的に実施し、班別ミーティングや現業社員教育研修などを通じて、直接

現場担当者との意見交換や問題点の話し合いを実施している。 
・本社との定期的な所長・運行管理者会議の開催と指導乗務員会議を開催し、常に問題点

の洗い出しとその解決に努めており、報告・連絡・相談がしやすい環境作りに努めてい

る。 
・また、自己点検の体制を確立することによって問題点・課題の洗い出しを行い、協議・

検討して解決を図っていくよう努めている。 
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５．顧客や取引先との関係 

西武グループの統一理念である『地域・社会の発展、環境の保全に貢献し、安全で快

適なサービスを提供します。』を基本として、創業以来、安全で快適なバス輸送を最大の

使命として事業に取り組み、常に時代を先取りする新しいサ－ビスを提案し、安全・安

心な事業・サ－ビスを推進している。 
一般の方にお願いしているモニター添乗調査も実施されており、現在 5,6 人による路

線・時間の自由選択によって報告が上がってきており、その結果を分析・検討し、添乗

実施による個別指導を行うことにより、車内事故防止に努めると伴に安全運行とサービ

ス向上に役立てており、このため、ここのところお客様からの苦情は上がっていない。 
また、西武グループ内部監査基本規程及び伊豆箱根バスの安全管理規程に基づいた内

部監査手順により、監査役及び監査部の計画に基づく定期監査ないしは特別監査等を実

施し、お客様への安全・安心の輸送サ－ビスの展開が図られている。 
 

６．安全に関係する実績データ 

【交通事故発生率】 
昔はカウントしていなかったが、現在ではミラーを木に擦ったなどの軽微なケースも

事故件数にカウントしている。 
 

年 事故件数(件) 走行距離 約(km) 交通事故発生率(件/10 万 km) 

平成 20 年 65 9,210,469 0.71

平成 19 年 62 9,248,658 0.67

  計算式：事故件数÷走行距離×10 万 km      
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７．組織的安全マネジメント チェックリスト自己評価結果 

区分 項目 評価

Ａ 
トップのコミット 

メントと行動 

Ａ１ 行動見本（現場巡回） イ 
Ａ２ 経費予算配分 ウ 
Ａ３ 賞罰制度 ウ 

Ｂ 
マネジメント 

システム 

Ｂ１ 理念・行動指針 イ 
Ｂ２ マネジメントサイクル ウ 
Ｂ３ 情報管理のしくみ（安全の実績・情報） イ 
Ｂ４ 人員配置と異動 ウ 
Ｂ５ 管理者育成 イ 
Ｂ６ 協力業者管理（関連会社等） イ 
Ｂ７ お客様の評価 イ 

Ｃ 教育訓練制度 

Ｃ１ 採用・新人教育 ア 
Ｃ２ 運転スキル、作業スキル訓練 イ 
Ｃ３ 事故分析、再発防止教育 ウ 
Ｃ４ ＫＹＴ、ヒヤリハット イ 
Ｃ５ 小集団活動（班活動） ア 

Ｄ 現場管理 

Ｄ１ ルールの順守 イ 
Ｄ２ 日常点検・整備 ア 
Ｄ３ 整理、整頓、洗車、清掃 ア 
Ｄ４ 現場巡回指導（街頭指導） イ 
Ｄ５ 点呼・朝礼 イ 
Ｄ６ 身だしなみ、服装 ア 
Ｄ７ 挨拶、返事、報告 ア 
Ｄ８ 時間管理、生活管理 ア 
Ｄ９ 協力意識 ア 

※組織的安全マネジメントのチェックリスト（詳細）は、国土交通政策研究所のホームペ

ージから入手可能。検索エンジンで「国土交通政策研究所」と入力。“●研究会・アドバイ

ザー会議等”のページにある“運輸企業のための組織的安全マネジメント手法に関する調

査”「第 3 回アドバイザリー会議資料（平成２１年３月１７日）資料３」の郵送調査票参照。 
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ｆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真１ 
車庫風景 

写真２ 
運行課教室  
入口案内 

写真３ 
運行課教室内掲示風景 
三つの誓い 
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写真４ 
運行課教室内掲示風景 
西武グループ企業倫理規範 

写真５ 
運行課教室内掲示風景 
行動指針 

写真６ 
運行課教室内掲示風景 
感謝状 
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写真７ 
三島営業所 点呼執行所風景 

写真８ 
三島営業所内掲示風景 
  2 月の唱和内容 

写真９ 
三島営業所内掲示風景 
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写真１０ 
三島営業所内掲示風景 
 ヒヤリハット事例の報告 
に関する連絡文書 

写真１１ 
三島営業所内掲示風景 
環境方針 
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帳票類１：輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 
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帳票類２：事故、災害に関する報告連絡体制 
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帳票類３：アイドリングストップランキング（班別） 
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 以上

帳票類４：「ほほえみ大賞」の記事掲載例 


